
新居浜工業高等専門学校情報セキュリティ推進委員会規程 
 

平成22年９月14日規程第14号

最終改正 令和４年12月13日 

 
（目的） 

第１条 この規程は，独立行政法人国立高等専門学校機構サイバーセキュリティポリシー対策規則

第17条，第18条及び第19条の規定に基づき，新居浜工業高等専門学校における情報セキュリ

ティ推進委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）情報セキュリティに関する専門的及び技術的問題の審議 

（２）情報システムに関わる情報セキュリティインシデントの発生時の対応 

（３）情報セキュリティ責任者，情報セキュリティ副責任者及び情報セキュリティ管理者へ

の専門的及び技術的立場からの助言及び支援 

（４）その他情報セキュリティに関する専門的及び技術的問題に関する事項 

（組織） 

第３条 委員会は，情報セキュリティ推進責任者を委員長とし，次の各号に掲げる者を委員と

して組織する。 

（１）情報セキュリティ推進員 

（２）その他情報セキュリティ推進責任者が必要と認める者 

２  前項第２号の委員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，委員の欠員が生じた場

合の後任の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

２ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員会が必要と認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聴くことが

できる。 

（報告） 

第６条 委員長は，委員会における審議の結果を，情報セキュリティ管理委員会及び運営会議

に報告する。 

（事務） 

第７条 委員会に関する事務は，総務課において処理する。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定め

る。 

附 則 

この規程は，平成22年９月14日から施行し，平成22年４月１日から適用する。

附 則（平成28年９月１日 一部改正） 



この規程は，平成28年９月１日から施行し，平成28年４月１日から適用する。

附 則（平成29年１月16日 一部改正） 

この規程は，平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年12月13日 一部改正） 

この規程は，令和４年12月13日から施行する。 

 


